
木
造
住
宅
耐
震
対
策
事
業

木
造
住
宅
な
ど
の

 
耐
震
対
策
事
業
を
実
施
し
ま
す

　

既
存
戸
建
て
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
促
進
を
図
る
た
め
、
耐
震
診
断
か
ら
耐
震
改

修
工
事
ま
で
、
一
連
の
流
れ
に
沿
っ
た
助
成
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
大
地
震
時
に
木
造
住
宅
の
倒
壊
を
防
ぎ
、
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
か
ら
登

下
校
時
の
児
童
を
守
る
た
め
、
人
的
被
害
を
軽
減
す
る
各
種
助
成
事
業
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
が
居
住
す
る
木
造
住
宅
。
特
に
、
昭
和
56
年
以
前
に
建
築
し

た
住
宅
は
耐
震
性
が
不
十
分
な
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
の
大
地
震
に
備
え
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
。
昭
和
56
年
以
前
に
建
て
た
木
造
住
宅
に

お
住
ま
い
の
方
は
、
ま
ず
耐
震
診
断
を
受
け
て
、
住
宅
の
耐
震
性
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

大
切
な
家
族
や
財
産
を
守
る
た
め
に
、
各
種
対
策
事
業
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

①
木
造
住
宅
耐
震
診
断
助
成

　
「
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
」
に
よ
る

耐
震
診
断
を
行
い
ま
す
。

●
申
請
期
限　

平
成
25
年
１
月
末
ま
で

●
対
象
建
築
物　

昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
に
建
築
し
た
木
造
在
来
工
法
の
戸

建
て
住
宅（
現
在
の
建
築
基
準
法
耐
震

基
準
が
施
行
さ
れ
る
以
前
の
住
宅
）

●
助
成
内
容　

限
度
額
は
14
万
４
千

円
。
そ
の
う
ち
、
市
が
13
万
６
千
円
を

助
成
し
、
個
人
負
担
が
８
千
円
と
な
り

ま
す
。14
万
４
千
円
を
越
え
る
部
分（
建

物
の
延
べ
面
積
が
２
０
０
㎡
以
上
）の

費
用
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

②
木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
助
成

　

耐
震
診
断
を
受
け
た
後
、
耐
震
改
修

工
事
を
行
う
場
合
に
補
助
し
ま
す
。

●
申
請
期
限　

平
成
25
年
１
月
末
ま
で

●
対
象
建
築
物　

木
造
住
宅
耐
震
診
断

助
成
事
業
で
作
成
し
た
耐
震
改
修
計
画

に
基
づ
い
て
、
改
修
設
計
・
工
事
を
行

う
住
宅

●
助
成
内
容　

費
用
の
う
ち
90
万
円
ま

で
は
、
市
が
３
分
の
１
を
助
成
。
残
り

３
分
の
２
と
90
万
円
を
超
え
る
部
分
の

費
用
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
除
却
事
業

　

通
学
時
の
児
童
な
ど
、
通
行
人
の
安

全
確
保
を
目
的
に
、
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン

内
の
通
学
路
な
ど
に
面
し
た
危
険
な
ブ

ロ
ッ
ク
塀
な
ど
を
取
り
除
く
方
に
助
成

す
る
事
業
で
す
。

●
申
請
期
限　

平
成
25
年
１
月
末
ま
で

●
対
象
者（
①
②
③
を
す
べ
て
満
た
す
方
）

①
小
学
校
な
ど
の
通
学
路（
ス
ク
ー
ル

ゾ
ー
ン
内
）や
、
市
長
が
認
め
る
道

路
に
面
し
た
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど

の
一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り
除
く
方

②
宮
城
県
土
木
事
務
所
や
市
が
行
う
調

各事業の詳しい内容や
申し込み方法などのお問い合わせ先
建設課建築住宅係　☎22-1326

木造住宅耐震対策事業の助成を受けるには？

【条件】
・市の木造住宅耐震診断助成事業を受けていること
・診断の総合評価が1.0未満の住宅
・在来軸組構法または枠組壁構法住宅

対象外

・診断の総合評価が1.0以上の住宅
・耐震診断を以前に受けたことのある
　住宅

木造住宅耐震診断助成事業
　限度額14万４千円。そのうち、市が13万６千円を助成します。個人負担：8,000円
　※14万４千円を超える部分の費用は、自己負担となります。

【条件】
・診断の総合評価が基準以下の住宅
・在来軸組構法または枠組壁構法住宅

現在の建築基準法の耐震基準を
満たした住宅のため対象外

昭和56年６月１日以降に建築の木造戸建て住宅昭和56年５月31日以前に建築の木造戸建て住宅

③
耐
震
改
修
促
進
税
制

　

旧
耐
震
基
準
の
既
存
住
宅
を
、
現
行

の
耐
震
基
準
に
適
合
さ
せ
る
耐
震
改
修

工
事
を
実
施
し
た
場
合
、
所
得
税
や
固

定
資
産
税
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

●
所
得
税
の
控
除

　

平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
25
年

12
月
31
日
ま
で
に
耐
震
改
修
を
実
施
し

た
場
合
、
改
修
に
要
し
た
費
用
の
10
％

相
当
額（
20
万
円
上
限
）を
所
得
税
か
ら

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
は
別
途
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
返
済
期
間

が
10
年
以
上
、
工
事
費
が
１
０
０
万

円
超
な
ど
の
条
件
あ
り
）。

●
固
定
資
産
税
の
軽
減

　

平
成
22
年
１
月
か
ら
平
成
24
年
12
月

ま
で
の
間
に
耐
震
改
修
工
事
が
完
了
し

た
建
物
は
、
１
２
０
㎡
相
当
部
分
ま
で

固
定
資
産
税
が
２
年
間
、
２
分
の
１
に

軽
減
さ
れ
ま
す（
改
修
費
用
30
万
円
以

上
で
あ
る
こ
と
）。

※
平
成
27
年
12
月
ま
で
に
工
事
を
完
了

し
た
建
物
が
軽
減
の
対
象
と
な
り
ま

す
が
、
改
修
の
時
期
に
よ
り
軽
減
さ

れ
る
期
間
が
異
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
自

然
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
住
宅
の
修

繕
、
補
修
工
事
に
対
し
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。

●
補
助
要
件　

市
内
に
居
住
し
て
い
る

方
が
、
自
ら
居
住
し
て
い
る
住
宅
に
つ

い
て
、
20
万
円
以
上
の
修
繕
お
よ
び
補

修
を
市
内
施
工
業
者
に
発
注
す
る
場
合

に
、
そ
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者（
①
②
を
す
べ
て
満
た
す
方
）

①
世
帯
全
員
が
市
税
な
ど
に
滞
納
が
な

い
こ
と
。

②
市
で
実
施
し
て
い
る
他
制
度
の
補
助

金
、
助
成
金
、
保
険
給
付
金
を
受
け

て
い
な
い
工
事
で
あ
る
こ
と
。

査
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
が
「
Ｄ
」

ま
た
は
「
Ｅ
」
の
判
定
を
受
け
た
方

③
道
路
面
か
ら
の
高
さ
が
１
ｍ
以
上

で
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
り
、

石
造
り
、
レ
ン
ガ
造
り
、
そ
の
ほ
か

組
積
造
り
に
よ
る
塀
や
門
柱
を
設
置

し
て
い
る
方

●
助
成
内
容　

１
件
当
た
り
15
万
円
、

ま
た
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
面
積（
㎡
）

×
４
千
円
の
い
ず
れ
か
低
い
額
を
限
度

と
し
て
助
成
し
ま
す
。

住
宅
災
害
復
旧
等
補
助
金
事
業

③
平
成
24
年
度
中
に
工
事
が
完
了
で
き

る
方

●
助
成
内
容　

助
成
対
象
と
な
る
工
事

費
の
10
％
に
相
当
す
る
額（
上
限
10
万

円
）を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
住
宅　

持
ち
家
で
、
自

己
が
居
住
す
る
個
人
住
宅
ま
た
は
併
用

住
宅

耐震対策の一例：壁に筋かいを入れて耐震強化

木造住宅耐震改修工事助成事業
　費用の90万円までは市が３分の１を助成します。
　市の助成金：最大30万円
　残り３分の２と超える部分の費用は自己負担となります。

各種税制控除
　所得税の控除
　固定資産税の軽減

木造住宅などの耐震対策事業

1981（昭和56）年以前に建てられた建築物は、耐震性が不十分な可能性があります。
　平成７年の阪神・淡路大震災では、地震で亡くなった方の約９割が建築物の倒壊や家具の転倒による圧死でした。特に、新耐震基準
が導入された昭和56年以前に建てられた建築物に被害が集中しました。昭和57年以降に建てられた建築物の７割以上は被害が軽微もし
くは無被害だったことから、昭和56年以前に建てられた建築物には耐震性が不十分なものがあるとされています。
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